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インターネットは学術、研究活動

の基盤として発展してきました。

インターネットを作ってくる経緯の

中で、ネットワークの使用目的に関

してさまざまなことがいわれてきま

した。これは新たにインターネット

に参加する人にとって分かりにく

いものの一つです。今回はこの

AUP（Acceptable Use Policy）が

なぜあるのか、どういう考えで存

在しているのかを説明したいと思

います。また、コマーシャルサービ

スとしてインターネットが提供され

るようになってどのような問題があ

るのかもあわせて考えてみたいと

思います。

さてこのAUPはだんだんなくな

る方向にあります。というのは、

アメリカ合衆国や日本などのよう

に、コマーシャルサービスが提供さ

れているところでは、これらサービ

スを利用するにあたって、違法で

なければ何をしてもかまわないか

らです。しかし、何をしてもかまわ

ないというのは、本当に何をして

もいいのでしょうか？ 一般の法律

からくる制約や、エチケットなどの

暗黙の了解事項まで、気持ちよく

生活するためにはいくつかのポイ

ントが存在しています。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ネットワークのエチケット

分かりやすいことからみてみまし

ょう。

電話を例にとると、いたずら電

話は論外です。無差別のセールス

電話もあまり愉快なものではあり

ません。ただし電話は発信者課金

ですから受信者には経済的負担は

生じません。

しかしエチケットとして、相手の

時間や、都合には配慮は必要です。

また、不快に感じることをしない

ほうがいいに決まっています。

FAXだとどうでしょう。FAXに

じゃんじゃん広告が送られてくると

いうことも現実に起こっていませ

ん。これはどういうわけでしょう。

郵便でのダイレクトメールは毎日

のように舞い込んできますが、こ

れは要らなければ捨てればいいだ

けです。郵便ではコストは発信者

が全部負担しています。FAXはど

うでしょう。FAXの場合、受信す

る側で紙などを用意しています。

受信する側のリソースを使うわけ

です。したがって一般には了承の

下、あるいは依頼のあったものし

かFAXでは送らないようにしてい

ます。

ネットワークの利用で、まず電子

メールを例にとってみると、届いた

電子メールを受け取るためのコン

ピュータ、ディスクは受け取る側

の負担です。この点でFAXと似た

状況があります。通信コストも同

じように受信側にも負担が生じて

います。そうすると、郵便でなく

FAXと同じように考えるべきだろ

うという推測が成り立ちます。

小さなメールでは負荷はたいし

たものではありません。でも電話

と同じように受信者が不快なこと

をしていいわけではありません。

そうすると、電子メールの利用

ではいきなりダイレクトメールは好

ましくないと思われます。相手か

らの依頼のあるもの、あらかじめ

合意されたものであれば電子メー

ルで、広告などの活動が行われて

もよいと考えられます。

このように、コストを負担する人

の合意がない行為はコンピュータ

ネットワーク以外のものでも暗黙の

内に禁止されているということが

分かります。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
バックボーン利用のポリシー

コマーシャルサービスとして提供

されているネットワークでは、利用

者がそのバックボーン（幹線）ネッ

トワークの負担も料金として負担

AUPはこわくない。
それはインターネットの「自由と規律」。
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株式会社インターネットイニシアティブ
技術企画部部長。
JPNIC理事、WIDEプロジェクトメンバーとし
て日本のインターネットを推進している一人。
ニフティサーブのインターネットフォーラムの
シスオペも務める。
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しています。

しかし、研究、学術ネットワーク

の場合、これらはネットワーク構築

のコストを負担している人が特定

の目的で作ったネットワークです。

それ以外の目的に使ってほしくな

いということもありえます。インタ

ーネットはこのようないわばプライ

ベートネットワークに近いものが各

所に存在しています。これは、い

わば「人の持ちもの」です。ここを

通してもらうときに制約が生じま

す。

AUPの最も有名なものは、NSF

（National Science Foundation）

NETのAUPです。1992年 6月の

ものが最新ですが、これには一般

原則として「NSFNETバックボー

ンは、米国の研究および教育機関

の開かれた研究と教育を支援する

ために提供されている。加えて、

開かれた学術的なコミュニケーシ

ョンと研究にかかわるものであれ

ば、営利企業（会社）の研究を含

む。他の目的は許容されない」と

なっています。さらに細かく個々

のケースが書かれていますが、広

告はいけないけれど、研究、教育

上必要な新製品、サービスのアナ

ウンスはよいとか、研究、教育を

直接支援するためのコミュニケー

ション、活動はなんでもよいなどと

書かれています。禁止事項は、一

般原則、および個々のケースにあ

げられていない営利活動、大量に

私用で使うこととなっています。

わが国でも、JPNICのanonymous

ftpにさまざまなネットワークのポリ

シーが公開されています。

さて、これらのネットワークのポ

リシーを読むと、大抵の場合、

「営利活動は禁止」とは書いてな

いということが分かります。多く

の場合「目的に合わない営利活動

は禁止」となっています。これはど

う解釈するべきでしょうか？ おお

むねそういうネットワークを使って

いる人から「ネットワークを使って」、

「電子メールで」と依頼のあったこと

はよいと解釈していいでしょう。な

ぜならそれはその人の研究、教育活

動に必要なことであるからです。

これらはいわばバックボーンネッ

トワークの利用ですが、その先に

個々の組織のポリシーがあります。

どんなネットワークに接続している

かを含めて、組織のポリシーが存

在しています。

相手の都合を考えるのは、コミ

ュニケーションの基本だと思いま

す。第三者がいいとか悪いとかい

う以上に当事者がだめだというこ

とをしてはいけません。AUPの問

題は分かりにくいですが、当事者

間の合意はもっと大切です。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
インターネットの商用化と法律、
規制

このようなネットワークのAUPも

さることながら、インターネットが

事業化すると、法律、規制という

ポリシーとの問題もあります。現

在、わが国のインターネットはもち

ろん世界のインターネットにかかわ

る状況は急速に変化しています。

またインターネットの技術は非常に

先進的であるため、現行法を杓子

定規に当てはめようとするとギク

シャクするところがたくさんありま

す。しかし、過去に作られた法律、

ルールが新しいものに合わないこ

とはしばしばあります。規制緩和

が叫ばれていますが、インターネッ

トの仕組みや、技術はそれが作ら

れた時には予想できなかったもの

です。

その意味では現在過渡的な状

況にあるともいえます。音声をネッ

トワークの上を流していいのか？

放送との関係は？ 相互接続した

ネットワークでは保証はどうなるの

か？ 商用利用は？ さまざまな問

題が存在しています。

相互接続に関しては、物理的な

接続と手続き的なものがあります。

ネットワークサービスプロバイダー

間の接続に関しては技術的問題

が非常にたくさんあります。物理

的な接続の技術的問題の解決の

ために国内主要プロバイダーは

WIDE プロジェクトとの共同研究

として接続をしています。この接

続で利用のポリシーに関して制限

を付していませんので、国内プロ

バイダー間での商用利用に関する

制限はありません。

ところが事業者間の相互接続に

ついては、法的な問題もあります。

ところがここには事業者間の接

続、かつ二者間の定義しかされて

いません。インターネットの相互接

続には通信事業者以外も登場し

ます。またインターネットは直接の

二者の接続だけでなく、三者以上

の接続、間接接続でもネットワーク

の接続性を得ることができます。

このような中で何が正式な接続と

定義されるのでしょう？

もともとインターネットでは、

Availabilityは提供するけれども、

保証はありません。常に最大の可

能性を提供するように努力はして

います。しかし、通信速度も保証

されていません。その代わりに一

般に接続状況、バックボーンの速

度などが公開されています。インタ

ーネットでは技術的にユーザー側の

責任と判断に負うところが多くな

っています。

音声の問題も、インターネット上

の音声は電話のような基本音声

サービスとは異なるものであると

はいえ、音声、画像を通すことが

できるという点では間違いありま

せん。

マルチキャストを利用した、音声、

画像は見方によっては放送ととら

えることもできます。双方向

CATVとはまた異なる技術ですが、

双方向でかつ同時に多数の人が

視聴、参加可能なものです。

このように、AUPはインターネッ

トの発展とともにさまざまな変化

をしています。そして常に変化に

は摩擦が多少伴います。しかし、

これに恐れることなく、より豊か

なコミュニケーション、アプリケー

ションを目指すのがインターネット

でもあるのです。
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